
犬
正
四
年
六
月
ニ
宇
一
白
第
三
薗
園
仮
噛
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同
一
凶
麗
汀
-
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経

涛
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長時

叢
第
三
十
六
容

第

三

競

(

温

書

掃

車

冒

椿

事

輔

)

昭
和
八
年
三
月
稜
行

三ζb

iVIIlI 

叢

t
h
n九
時
刊
日
母
、
)
'
直

h
憧
}
刷
ボ
偽
札

4・
t
J
d
J
f
l
h
ノイ

r
じ

Z
J

品
ユ
ろ
が

1
f

神

戸

正

ま佐

緒

-言

我
圃
現
下
の
財
政
に
て
は
、
緊
縮
h
H

増
穂
か
の
何
れ
か
一
つ
、
又
は
む
し
ろ
比
二
の
志
の
を
併
せ
行
ふ
こ
と
が

何
よ
り
も
急
務
で
あ
る
。
緊
縮
は
暫
ら
く
措
く
、
増
税
の
方
法
は
固
よ
り
多
方
面
に
豆
り
得
、
且
又
、
之
に
つ
き

種
々
の
方
法
が
考
へ
得
ら
る
る
け
れ
ど
も
、
現
行
税
法
の
根
本
を
動
か
さ
十
し
て
、
部
分
的
に
増
肢
を
費
ら
す
方

法
の
一
と
し
て
は
、
現
行
所
得
税
中
の
第
一
一
種
法
人
普
通
所
得
に
於
け
る
比
例
枕
を
、
累
遊
説
に
改
め
、
現
在
の

普
通
所
得
税
率
の
百
分
五
を
最
低
率
と
し
て
、
最
高
百
分
二
十
程
度
と
す
る
(
第
三
種
所
得
税
卒
白
最
低
上
り
も
樹
高
脅
度

法
人
所
得
白
由
来
遁
課
税

第
三
十
六
巻

四
四

第

ま虎



法
人
所
得
白
黒
準
謀
殺

第
三
時
抽

第
三
十
ム
ハ
巻

四
四
四

の
最
領
一
部
、
英
最
高
よ
り
も
柑
低
曹
皮
の
最
高
率
)
・
の
を
薦
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
此
が
増
肢
の
目
的
を
達
成
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
一
公
平
課
税
並
に
枇
曾
政
策
に
も
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
由
来
、
法
人
課
税
の
貫
例
は
殆
ん
ど
凡
ベ
て
比

例
と
な
っ
て
居
り
、
英
、
働
、
米
、
調
、
伊
、
填
、
チ
且
ツ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
な
E
者
な
然
り
行
が
、
そ
し
て
此
事

を
以
て
む
し
ろ
営
然
の
事
だ
と
い
ふ
の
で
も
あ
る
品
、
仔
細
に
考
ふ
る
と
き
に
は
、
其
の
必
宇
し
も
然
ら
す
し

て
、
累
進
に
よ
る
法
人
所
得
課
挽
に
も
相
営
の
根
懐
が
あ
り
、

h
u
し
ろ
此
に
一
屠
の
重
さ
を
置
〈
ペ
き
も
の
と
も

そ
し
て
之
が
課
税
の
方
法
に
も
色
々
の
工
夫
が
出
来
、

色
々
の
方
法
が
考
へ
ら
れ
る
。

此
が
貫
仁
怯

人 L、
i保{ぴ
秒1: 得
0) る
制。

似i
I'il 

m 

IrL 

口)

L
t
t「

E
，

E
Z
E命
t
y
Lた--コ、

t
r把
ど
え
ら
や
う
し
し
思

T
f
l
L
d
H
1
t巾

l
ぷ

ιlhtu--r一回
1μ
ィ
f
r
l
d
l
u
Z
4
4
J
a
E
6
J
d

五、。

第
一
段

法
人
累
嘩
謀
粧
の
理
由

今
、
法
人
所
得
に
累
進
課
税
を
至
営
と
す
る
理
由
を
謹
ぷ
る
に
先
ピ
ち
、
現
行
の
之
が
比
例
課
税
の
理
由
か
ら

し
て
考
へ
て
見
ゃ
う
。
此
は
大
韓
、
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

一
法
人
所
得
比
例
課
税
の
理
由

A
公
平
課
税
上
の
理
由

い
膳
能
課
税
の
見
地
か
ら
|
|

川
法
人
を
個
人
の
潟
め
の
砦
利
手
段
と
す
る
の
見
地
か
ら
1

1
法
人
に
就
い
て
は
、
之
を
調
立
の
人
格
と
見

Coles， Income tax and t11e business man" z町1.p・48. Lemcke. Die Vor-
geschichte und gtgenwartige Ge叫altung(k:s franzosIscben Steuersy剖 ems.s. 
84・Klein，Federal income taxatioll. p.り;][. StTutz， Hb. d. Reichssteuerr~
chts. 3 Aufl. S目 609. Marco， Fw. S. 201. -:.Jeidl， Die 白回目ltlichen Abgaben 
in Oesterγeich. S目 22.Nusko， Steuerlehre. 日 5~，.
Englis， Fw. S. '39 2) 



す
合
砂
見
地
と
、
之
を
個
人
の
鴻
め
の
手
段
と
す
る
の
見
地
と
が
あ
る
。
前
の
其
は
綾
で
遮
ぶ
る
こ
と
色
し
、
先
づ

此
の
個
人
の
震
の
醤
利
手
段
と
す
る

h
い
ふ
勤
か

ιい
ふ
と
、
法
人
課
税
と
は
、
つ
ま
り
、
之
を
組
成
し
随
っ
て

此
か
ら
し
て
利
盆
配
営
を
受
〈
る
佃
人
へ
の
課
税
の
代
り
に
、
便
宜
上
、

一
括
し
て
法
人
に
つ
い
て
課
す
る
の
だ

と
い
ふ
を
得
る
。
然
る
と
き
に
は
、
其
法
人
の
世
員
乃
至
株
主
な
る
色
の
は
或
度
ま
で
は
不
明
で
色
あ
ち
、
又
、

可
動
で
も
あ
っ
て
、
業
人
達
が
果
し
て
異
に
何
の
程
度
の
富
め
る
者
か
、
判
ら
や
、
之
が
人
的
能
力
に
臆
宇
る
や

う
ド
、
怯
人
に
就
い
て
課
税
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
全
く
課
税
の
し
ゃ
う
の
な
い
事
で
と
も
い
ひ
符
ム
の
で
あ

右
。
去
に
買
際
、
肱
「
枇
局
、
除
主
中
に
法
其
人
拘
恰
凶
川
時
力
の
限
度
に
於
て
大
小
差
等
パ
炉
開
々
で
あ
っ
仁
、
成
者

は
其
曾
祉
の
唯
一
株
の
み
を
持
ち
て
、
而
も
業
を
彼
の
唯
一
の
資
甑
と
す
名
こ
と
が
あ
り
、
業
は
第
一
ニ
積
所
特
税

か
ら
い
へ
ば
、
見
極
動
以
下
に
属
す
る
志
の
で
あ
る
の
に
、
他
方
、
其
特
定
曾
枇
の
多
数
の
株
を
有
ち
て
業
か
ら

の
配
嘗
所
得
だ
け
で
も
、
第
三
種
所
得
耽
か
ら
い
ふ
て
、
慨
に
可
な
り
高
経
の
累
進
峯
を
課
せ
ら
る
べ
き
で
あ

り
.
倫
ほ
業
上
に
色
、
別
に

E
額
な
る
所
得
、
特
に

E
大
な
財
産
所
得
を
色
有
ち
て
、
業
か
ら
い
ふ
と
、
第
三
種

所
得
税
に
於
げ
る
最
高
累
進
宰
を
も
至
営
と
す
る
も
の
が
あ
あ
。
其

rか
ら
し
て
此
は
法
人
か
ら
し
て
間
接
に
、

業
枇
員
に
費
し
て
の
能
力
に
膳
じ
た
課
税
の
し
ゃ
う
が
な
い
と
い
ふ
も
の
も
あ
る
の
行
が
、
業
じ
も
拘
ら
や
今
、

敢
て
此
間
接
方
法
に
よ
り
て
世
員
た
る
個
人
に
課
税
し
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
、
世
員
が
大
所
得
者
で

あ
る
の
と
、
小
所
件
者
で
あ
る
の
と
を
聞
は
十
何
れ
に
も
共
通
し
得
る
?
ヲ
に
と
い
ふ
事
に
な
り
、
卒
均
又
は
中

間
宰
と
い
ふ
べ
き

V
の
を
選
ん
で
.
詰
人
に
適
用
す
る
と
い
ふ
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
こ
乏
に
な
る
の
で
あ
る
。

法
人
所
得
目
黒
進
課
税

第
三
十
六
倉

四
四
五

第

量書
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法
人
所
得
。
累
進
課
税

第
三
十
六
血
管

第
三
貌

四

四
岡
大

勿
論
、
大
曾
一
祉
、
又
は
大
所
得
金
を
奉

σる
曾
枇
の
株
主
が
凡
べ
て
大
所
得
者
で
あ
り
、
小
曾
祉
の
株
主
が
凡
べ

て
小
所
得
者
と
い
ふ
こ
と
に
定
ま
っ
て
居
れ
ば
、
曾
祉
の
所
得
額
の
大
小
に
膳
じ
て
累
準
課
税
と
す
る
こ
と
に
よ

h
士
、
此
株
主
の
能
カ
に
も
膳
じ
た
る
間
接
課
税
を
錯
し
得
る
罪
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
曾
世
所
得
の
大
き
と
株
主

所
得
の
大
さ
と
の
問
に
闘
係
敷
は
存
在
ザ
中
、
大
曾
枇
の
株
主
中
に
、
其
の
唯
一
株
の
み
有
す
る
小
所
得
者
が
あ

り
H

小
曾
祉
の
株
主
中
に
非
常
に
大
な
所
得
を
有
つ
者
の
あ
る
と
い
ふ
に
於
て
、
強
ゐ
て
曾
枇
法
人
の
所
得
の
大

小
か
ら
累
進
課
税
を
す
れ
ば
、
株
主
に
と
り
で
は
不
会
卒
な
る
負
提
げ
と
な
り
、
小
舎
一
祉
の
株
主
た
る

E
富
者
に
は

描
騨
魚
開
・
と
な
り
で
、
大
曾
枇
の
小
株
主
に
は
描
貰
負
躍
と
な
品
。
だ
か
ら
し
て
夫
の
間
接
課
税
と
し
て
は
株
主

の
大
所
持
者
た
る
と
小
所
持
者
た
る
と
に
共
通
し
て
、
過
重
又
は
遁
軽
の
程
度
を
緩
め
る
や
う
に
、
中
間
率
た
る

比
例
税
率
仁
依
る
の
外
な
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

幻
法
人
を
濁
立
の
人
格
者
と
す
る
の
見
地
か
ら

l
l法
人
は
之
を
、
濁
立
の
擢
利
主
瞳
と
し
て
納
税
義
務

者
と
す
る
の
見
地
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
か
。
併
し
此
か
ら
い
ふ
で
も
、
法
人
の
所
得
な
る
も
の
は
、
本
来
所
得

と
は
い
ひ
得
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
翠
に
牧
盆
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
換
言
す
れ
ば
其
は
人
的
の
も
の
で
は
な

〈
し
て
物
的
の
も
の
で
あ
り
、
其
へ
の
耽
は
所
得
税
で
な
く
し
て
肱
盆
枕
で
あ
り
、
替
業
税
で
あ
り
.
夫
の
所
謂

法
人
所
得
は
管
業
税
の
物
憧
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
隠
っ
て
又
、
か
か
る
人
的
で
な
く
し
て
物
的
な
る
耽
盆

へ
は
比
例
就
が
な
し
ろ
選
ま
る
ペ
〈
、
之
へ
の
累
進
課
税
は
無
意
義
-U
い
ふ
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。
却
ち
元
来
所

得
と
い
ふ
も
の
に
は
、
消
費
す
べ
き
も
の
、

E
い
ふ
こ
と
が
合
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
や
と
す
る
の
に
、
法
人
は
替

J ensen， Public finance. p・392
Lotz， Fw. 2 Au日!-'. 334・
]ensen， 1. c. P・392.
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利
を
錯
す
け
れ
ど
も
、
其
か
ら
皐
げ
た
も
の
を
、
業
自
ら
の
消
費
仁
充
て
る
も
の
で
は
な
い
。
人
的
消
費
を
錯
す

も
の
で
な
い
。
彼
は
濁
立
の
人
格
者
と
は
き
れ
、
彼
の
名
義
に
で
替
利
を
忽
し
、
納
税
義
務
も
負
ふ
け
れ
E
色、

彼
自
ら
は
人
的
消
費
を
震
さ
な
い
。
随
っ
て
夫
の
人
的
消
費
に
充
て
ら
れ
得
る
個
人
所
得
の
場
合
の
、
業
所
得
を

消
費
す
る
と
し
て
の
不
用
度
の
大
な
る
も
の
か
ら
先
づ
納
税
し
て
、
段
々
と
必
要
度
の
大
な
る
も
の
に
及
び
随
つ

て
此
に
て
累
進
課
税
が
公
平
負
携
と
な
る
の
理
由
は
、
此
法
人
所
得
、
買
は
法
人
に
於
け
る
牧
盆
に
は
営
ら
ぬ
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
業
慮
で
、
此
法
人
に
つ
い
て
は
、
累
進
枕
で
な
く
し
て
、
牧
盆
税
に
相
官
な
り
と
す
る
比
例

慎
二
ト
向
日
り
ep
翠

t
s〈
J
L
-

、
ρ
h
'

圃L
，
圃
』
よ
ら
。

、.，，，何
鳳
盆
課
税
の
見
地
か
ら
|
|
脂
盆
課
税
、
邸
ち
利
盆
原
則
に
よ
る
課
税
と
い
ふ
こ
と
は
、
国
税
に
は
問
題

左
な
ら
ぬ
。

た
だ
地
方
税
に
て
の
み
考
慮
せ
ら
る
る
の
だ
が
、

既
に
法
人
所
得
に
劃
す
る
圃
耽
に
劃
し
て
、
地
方

附
加
就
が
許
き
る
る
と
き
に
、

そ
し
て
法
人
所
得
税
が
名
義
上
は
所
得
税
で
あ
っ
て
も
、
質
は
一
の
牧
盆
枕
た

h
J
、
替
業
視
の
一
部
に
外
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
も
い
は
れ
る
と
き
に
、
此
仁
て
臆
盆
課
税
の
見
地
を
金
〈
、
問
題

外
に
置
き
難
き
こ
と
に
な
る
。
葉
監
で
此
に
之
を
も
考
慮
に
入
る
る
と
き
に
、
此
利
盆
原
則
か
ら
見
て
は
、
一
層

一
層
小
額
の
所
得
を
拳

σる
曾
枇
に
比
し
て
業
所
得
の
大
小
に

大
額
の
所
得
を
奉
円
、
る
舎
一
祉
は
n
公
務
か
ら
し
て
、

相
膳
し
比
例
し
た
利
盆
を
受
け
つ
つ
め
り
と
は
い
へ
る
け
れ
ど
も
、
相
劃
的
に
一
層
大
な
度
に
於
て
之
を
受
け
て

居
る
と
は
い
ひ
難
〈
、
此
酷
か
ら
し
て
此
に
業
所
得
の
大
小
に
よ
る
累
進
に
は
反
封
す
べ
き
の
根
棲
が
め
る
。

町
融
合
政
策
上
の
理
由
|
1
前
記
、
め
…
一
一
り
に
い
へ
芯
、
法
人
を
個
人
の
替
利
手
段
と
し
て
居
る
貼
か
ら
見
て

法
人
所
得
白
黒
進
課
税

第
三
十
六
容

第
三
披

主

四
四
七
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浪
人
所
得
目
黒
進
課
税

第
三
十
六
血
管

第
三
誠

四
四
八

六

の
、
注
入
所
得
累
進
課
税
が
、
個
人
へ
の
会
卒
負
擢
と
な
ら
ぬ
と
い
ふ
貼
は
、
や
が
て
其
が
、
個
人
の
聞
の
枇
曾

政
策
観
に
も
反
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
之
が
累
進
課
税
の
結
果
と
し
て
、
時
に
貧
な
る
佃
人
に
遁
重

の
負
擦
を
負
は
せ
、
富
め
る
個
人
に
遁
聴
の
負
携
を
負
は
せ
て
、
一
枇
曾
政
策
上
、
望
ま
し
か
ら
.3
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
り
、
随
っ
て
、
怯
入
所
得
に
は
比
例
課
税
を
し
て
置
〈
方
が
此
弊
を
緩
め
る
こ
主
に
な
る
の
で
あ
り
、

穏
常
の
慮
置
だ
L
」
い
ふ
こ
・
と
に
な
る
の
で
あ

a。

、B'印
、
財
政
牧
入
上
の
理
由

l
l財
政
牧
入
か
ら
い
ふ
も
、
私
が
緒
言
に
て
い
ふ
た
や
う
な
方
法
に
て
比
例
課
税
を

県
総
課
税
に
改
め
品
な
ら
ば
、
此
場
合
の
累
進
課
税
の
方
が
一
層
多
枇
と
な
誌
と
い
ふ
に
と
は
あ
お
炉
、
設
に
一

の
累
準
奉
と
、
業
中
岡
卒
均
的
の
率
'
と
し
て
の
比
例
率
と
彰
比
較
す
る
と
き
に
は
、
累
進
の
場
合
に
は
出
来
る
だ

η
所
得
額
を
小
〈
表
は
さ
う
と
い
ふ
運
動
を
促
が
し
て
、
中
間
比
例
率
の
場
合
よ
り
も
、
自
ら
滅
牧
に
終
ら
し
h
u

る
を
見
れ
な
い
。
で
韮
に
比
例
は
黒
準
に
比
し
て
は
多
牧
ー
と
い
ふ
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

町
制
蹴
掛
政
策
上
の
理
由
|
一
万
来
、
近
代
の
産
業
は
法
人
、
特
に
大
法
人
の
後
展
に
よ
hd
て
脱
税
達
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
産
業
の
俊
這
が
望
ま
し
と
す
れ
ば
、
此
法
人
伝
自
由
に
軽
き
負
携
の
下
に
後
展
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
然
る
に
今
、
此
法
人
に
累
進
課
税
を
震
す
と
す
れ
ば
、
会
〈
、
此
望
ま
し
き
大
舎
祉
の
成
長
を
妨
ぐ
る
こ
と

に
な

r。
比
例
課
税
と
す
れ
ば
、
此
大
舎
祉
に
と
り
て
有
利
と
な
り
て
盆
々
産
業
を
愛
展
せ
し
め
る
を
得
る
。
実

は
之
へ
投
資
す
る
費
本
家
、
特
に
大
費
本
家
に
と
り
で
も
有
利
で
あ
り
、
投
資
家
と
し
て
の
採
算
る
一
屠
明
か
に

な
り
得
て
、

一
般
人
に
と
ち
て
も
便
利
で
あ
る
。
業
は
や
が
て
又
曾
祉
其
も
の
の
接
展
を
助
〈
る
の
で
あ
る
。

Ropke， Fw. S固ま 12. 
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町
課
税
技
術
上
の
理
由
|
|
比
例
の
方
が
累
準
よ
り
色
一
層
技
術
上
、
行
政
上
、
筒
翠
に
し
て
便
利
な
る
こ
左

は
い
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
特
に
累
進
だ
と
、
其
税
率
を
摘
一
周
せ
ら
る
る
基
本
標
準
額
を
出
来
る
だ
け
小

く
し
ゃ
う
と
し
て
の
努
力
が
梯
は
れ
、
遇
税
が
自
ら
一
層
多
く
な
る
と
い
ふ
恐
も
あ
り
て
、
道
義
上
に
も
宜
し
く

な
い
結
果
を
費
ら
す
。

以
上
が
在
来
の
法
人
比
例
課
税
の
理
由
で
、
淘
に
尤
も
な
る
色
の
が
あ
り
、
十
分
倉
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け

れ
ど
-
也
、
主
だ
、
之
が
累
準
課
税
の
理
由
も
成
立
ち
得
て
、
此
に
其
と
封
等
な
、

い
な
、
其
の
或
も
の
の
如
き
は

4
k
}
1
1
d
華
'
M
L
H
P
:
佐
子
戸
山
i
hフ
且

Y
J
り
“
じ
ら
り
、
提
言
一
二

b
変
M
P
3
1
-一
乱
，
J

エ
7
1
Z
I
L門
f
c
a
ご
工
5
0

二
法
人
累
進
課
税
の
理
由

A
理
由
其
も
の

い
公
準
課
税
上
の
理
由

り
法
人
所
得
の
大
小
に
よ
る
累
進
の
場
合
t
|
|
法
人
累
進
課
税
と
し
て
も
、
大
龍
、
法
人
の
所
得
額
の
大

小
に
よ
る
累
進
を
採
る
か
、
実
利
盆
恋
T

(

所
得
の
資
本
に
針
す
る
割
合
)

に
よ
る
累
進
ぞ
E

と
る
か
が
問
題
と
な
る
。
恐
ら

く
は
前
者
の
方
が
一
層
適
切
だ
と
し
て
、
此
場
合
の
岳
卒
課
税
上
の
説
明
を
清
す
の
に
、
先
づ
以
て

吋
法
人
を
潤
立
の
人
格
者
と
し
て
課
す
る
の
見
地
か
ら
!
|
法
人
は
濁
立
の
人
格
者
と
は
い
ひ
保
、
自

然
人
の
や
う
に
人
的
泊
費
を
震
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。
随
っ
て
租
税
営
業
消
費
の
犠
牲
と
し
て
の
見
地
か
ら
の
累
準

課
税
を
理
由
づ
け
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
併
し
彼
は
替
利
を
震
し
て
は
居
り
、
其
替
利
力
の
大
小
か
ら
見
て
の
之
が

法
人
所
得
の
巣
準
謀
説

第
三
十
六
巻

四
四
九

第
三
務

七

Teschemacher， a. a. O. S. 96. 19) 



法
人
所
得
の
累
進
課
枕

第

三

十

六

巻

四

五

O

累
進
理
由
を
附
し
得
る
。
郎
も
法
人
は
一
万
来
、
給
付
能
力
の
大
な
る
企
業
形
臨
で
あ
っ
て
、
之
に
よ
り
て
大
企
業

と
な
る
こ
と
が
出
来
、
大
韓
に
於
て
小
企
業
に
劃
す
る
大
企
業
の
利
盆
を
有
っ
て
居
ム
。
そ
し
て
人
は
元
来
、
一

層
富
み
一
居
大
な
資
本
を
有
っ
た
も
の
が
、
一
屠
小
資
力
者
よ
り
も
一
層
容
易
に
、
一
層
多
大
な
利
益
を
奉
げ
得

る
も
の
で
あ
旬
以
実
は
自
然
人
の
み
で
な
く
、
法
人
に
も
営
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
法
人
は
調
立
人
格
者
と
し
て

替
利
市
場
に
騒
馳
し
て
、
自
然
人
に
調
し
及
他
の
法
人
に
劃
し
て
競
争
佐
倉
し
、
此
際
、
比
較
的
大
な
資
本
を
擁

し
、
且
つ
隠
っ
て
又
は
偶
々
有
能
な
る
理
事
者
を
有
つ
法
人
は
、
比
較
的
小
資
本
を
有
っ
た
他
の
法
人
、
乃
至
白

第

披

i¥.. 

傑
人
に
比
し
て
一
一
勝
有
利
で
あ
ち
、
問
問
釣
的
の
み
な
ら
争
、
相
射
的
に
も
一
回
駒
大
な
あ
利
症
ぞ
堺
げ
特
る
の
マ
あ

り
、
か
〈
て
一
層
大
な
利
盆
h
z
奉
ヤ
る
大
舎
祉
は
一
層
小
な
る
其
を
邸
中
ぐ
お
小
曾
枇
に
比
し
て
、
利
盆
中
の
一
唐

大
な
る
部
分
を
税
と
し
て
出
す
の
に
堪
へ
得
る
の

2
で
あ
る
。
即
ち
大
舎
世
又
は
む
し
ろ
大
利
益
を
奉
ヤ
る
舎
世

は
、
小
利
益
を
暴
ぐ
る
舎
祉
に
比
し
て
一
居
、
能
力
が
大
い
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
彼
は
大
責
力
を
有
つ
個
人

に
匹
敵
し
、
小
費
カ
の
個
人
よ
り
も
一
層
大
な
る
離
カ
を
有
つ
の
で

ι一
る
。
で
、
此
借
刺
カ
の
酷
か
ら
見
れ
ば
、

法
人
曾
祉
の
聞
に
で
も
、
個
人
間
に
準
じ
て
、
其
責
本
の
大
小
‘
む
し
ろ
其
結
貰
た
る
所
得
金
額
の
大
小
に
鹿
じ

て
累
進
課
税
を
す
る
の
が
、
能
力
に
臆
じ
て
の
公
平
を
期
す
る
所
以
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

b
法
人
を
個
人
砦
利
の
手
段
と
す
る
の
見
地
か
ら
|
|
い
ふ
と
、
川
い
大
曾
祉
に
し
て
大
所
得
を
奉
戸
、
る

も
の
の
株
主
た
る
個
人
が
必
宇
し
も
大
所
得
者
と
限
ら
や
、
小
舎
一
祉
に
し
て
小
所
得
を
寒
川
、
る
も
の
の
株
主
た
る

個
人
が
小
所
持
者
と
は
限
ら
ぬ
げ
れ
ど
も
、
貫
際
に
於
て
、
大
利
盆
を
奉
戸
、
る
ほ
ど
の
大
曾
祉
は
兎
角
、
大
所
得

2
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者
の
手
に
蹄

V
、
小
曾
祉
の
株
主
に
は
小
所
得
者
が
多
〈
、
法
人
を
以
て
草
に
桐
人
の
替
利
手
段
と
錯
し
、
随
つ

て
法
人
課
税
を
個
人
の
間
接
課
税
と
す
る
の
見
地
に
立
つ
で
も
、
大
刺
盆
を
奉
円
、
る
曾
枇
へ
の
課
税
が
自
ら
ま

た
、
大
陸
、
大
所
得
者
の
課
税
と
な
り
、
小
刺
盆
hT-
奉
ぐ
る
曾
祉
へ
の
課
税
が
大
輔
、
小
所
持
者
の
課
税
と
な
る

の
で
あ
る
。
卸
ち
曾
世
と
し
て
の
利
盆
の
大
小
に
よ
る
差
等
課
税
が
自
ら
佃
人
と
し
て
の
所
得
へ
の
差
等
課
税
?
と

色
な
る
傾
が
大
で
あ
る
。
勿
論
此
は
、
個
人
の
所
得
の
大
小
を
直
接
に
見
て
の
差
等
課
税
ほ
ど
に
、
適
切
で
は
あ

、‘j

り
得
ぬ
が
、
大
韓
に
於
て
葉
と
同
一
一
結
果
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
ロ
そ
し
て
若
も
法
人
曾
枇
に
比
例
課
税
を
潟

し
、
所
謂
中
間
帯
伝
説
し
て
居
お
な

ιぱ
、
個
人
に
し
て
借
利
子
鴻
し
つ
つ
め
り
て
大
額
の
所
得
af
耽
め
て
居
み

や
う
な
者
は
、
其
炉
個
人
替
で
あ
れ
ば
課
せ
ら
る
べ
き
高
き
累
進
率
を
弛
れ
て
、
低
寺
中
間
的
の
比
例
奉
ヤ
謀
せ

ら
れ
ゃ
う
と
し
て
其
経
替
形
睦
を
法
人
組
織
に
盤
へ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
併
し
彼
が
之
を
行
は
な
け
れ
ば
、

之
を
行
ふ
た
も
の
と
の
聞
に
、
負
曜
の
公
平
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
法
人
の
方
に
も
累
進

悲
↑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
此
の
如
き
の
不
公
平
は
ま
(
税
率
が
個
人
と
法
人
と
に
で
同
一
で
な
い
限
り
或

度
ま
で
は
向
存
績
す
る
け
れ

E
も
、
而
色
あ
る
度
ま
で
は
之
を
緩
和
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

問
、
法
人
利
益
率
の
大
小
に
よ
る
累
進
の
場
合
!
|

a
業
会
平
課
税
の
肯
定
理
由

れ
リ
曾
枇
企
業
に
投
下
さ
れ
た
る
資
本
の
物
的
負
櫓
能
力
と
い
ふ
酷
か
ら
見
れ
ば
、
業
曾
祉
の
所
得
額

に
膳
じ
て
累
進
ー
と
い
ふ
よ
り
は
、
実
利
盆
塞
・
(
所
得
の
資
本
阜
判
ナ
る
割
合
白
大
小
)
に
よ
る
累
進
の
方
が
一
層
遁
切
と
も

法
人
所
得
目
黒
遜
課
税

第
三
十
大
倉

第
三
就

九

四
五
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法
人
所
得
白
黒
護
課
税

い
は
れ
得
る
。

第
三
十
六
巻

第

披

四
五

O 

一
層
高
き
利
盆
宰
の
場
合
に
は
、
投
資
者
と
し
て
一
屠
多
〈
ぞ
視
と
し
て
出
し
得
る
と
い
へ
る
か

ら
だ
。
或
は
法
人
を
濁
立
の
人
格
者
と
し
て
見
て
、
彼
か
ら
い
ふ
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
へ
や
う
。
併
し
何
れ
の

見
地
か
ら
し
で
も
、
曾
祉
法
人
の
給
付
能
力
が
英
利
益
の
絶
劃
的
の
大
小
に
か
九
ら
十
と
い
ふ
の
は
過
ぎ
て
居

り
、
た
だ
此
よ
り
も
前
記
、
利
盆
率
の
方
が
一
層
、
適
切
と
見
ら
れ
る
黙
の
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

~
い
不
勢
利
得
の
見
地
か
ら
、
即
ち
夫
の
利
盆
の
高
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
営
事
者
の
努
力
以
外
の
外
部

四

の
力
に
待
つ
も
の
が
一
層
多
い
の
だ
と
い
ふ
見
地
か
ら
特
別
に
重
き
課
税
を
笠
宮
と
し
、
晴
っ
て
黒
濯
を
此
に
課

F

、、ノ
"

1

、ー伊
Jλ

、υ
'ち
o

h
t
J
I
-
-
/
L
t
k
ド
刈

V
いい

L
K
4

b
業
否
定
理
由

イ
第
一
の
理
由
た
る
物
的
負
槽
能
力
が
利
益
率
に
よ
り
て
一
暦
良
〈
一
市
ぎ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

に
つ
い
て
は
営
る
が
、
併
し
其
が
自
然
人
に
は
営
ら
ね
と
い
ふ
こ
と
が
め
る
。
何
ぜ
と
い
ふ
に
、
之
を
自
然
人
に

法
人

つ
い
て
い
ふ
と
き
に
は
大
所
得
を
奉
げ
た
富
み
た
る
人
(
併
し
其
利
金
牽
の
比
較
的
億
三
が
、
小
所
得
eT
奉
げ
た
る
無
産

に
近
き
小
資
本
の
人
(
其
利
金
牽
の
比
較
的
高
三
よ
h
も、

一
層
輯
度
の
課
税
を
さ
れ
る
と
い
ふ
不
都
合
に
終
る
か
ら

で
あ
る
。
其
蕗
で
法
人
に
て
此
種
累
進
課
税
法
ぞ
採
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
法
人
と
自
然
人
L
」
で
別
な
る
累
進
課
税

方
法
令
-
採
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
法
人
に
は
利
盆
宰
に
よ
り
、
自
然
人
に
-
法
所
得
額
の
大
小
に

よ
り
て
累
準
を
行
ふ
こ
と
に
な
る
。
実
蕗
で
此
の
場
合
に
於
け
る
差
別
の
理
由
と
し
て
は
、
法
人
は
形
式
こ
ぞ
人

格
者
で
あ
る
け
れ
E
も
、
貫
質
上
に
は
金
〈
物
的
の
も
の
で
あ

h
、
彼
は
消
費
eg活
き
歩
、
消
費
粧
梼
で
は
な
く

Jer-sen， 1. c. p・393・Tel'halle，rt. a. O. S. ;.:;叫i
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し
て
、
車
に
替
利
を
矯
し
、
替
利
経
済
を
晶
画
む
に
過
ぎ
争
、
異
に
人
的
に
し
て
替
利
且
つ
消
費
経
済
た
る
自
然
人

と
は
別
の
見
方
を
し
て
、
別
な
課
税
方
法
を
採
る
の
も
、
仕
方
な
し
と
す
る
の
外
な
い
が
、
蕗
が
、
き
う
い
ふ
て

来
る
と
今
度
は
、
自
然
人
の
中
に
も
、
其
経
済
の
中
の
大
部
分
を
替
利
に
向
け
て
、
極
小
な
る
消
費
を
錯
す
も
の

が
あ
る
の
に
、
何
故
、
之
を
も
法
人
と
別
な
方
法
に
て
課
税
す
る
の
か
と
い
ふ
反
聞
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

だ
か
ら
し
て
此
理
由
も
多
少
弱
い
慮
が
あ
る
。
む
し
ろ
前
に
い
ふ
た
、
法
人
に
で
も
其
所
得
の
大
小
に
よ
る
累
進

を
採
っ
た
方
が
一
層
徹
底
す
る
や
う
だ
。

川
第
二
の
理
由
に
封
し
で
は
、
犬
の
荷
主
利
益
準
の
全
部
が
外
部
の
御
蔭
に
よ
る
の
で
な
〈
し
て
、

一
部
、
営
事
者
の
抱
力
、
努
力
、
創
意
な
ど
に
よ
る
こ
と
ぞ
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
隠
っ
て
比
第
二
理
由
ほ
多
少

弱
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
併
し
之
あ
る
が
故
に
、
全
然
、
第
二
理
由
を
覆
へ
す
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

ーノA

其
他
、
此
累
進
に
劃
す
る
非
難
と
し
て
は
、
先
づ
課
税
技
術
上
に
は
、
累
準
宰
・
の
定
め
方
、
特
に

/

1

}

 

共
土
華
と
な
芯
ぺ
き
費
本
の
範
聞
を
何
う
定
め
る
か
が
六
っ
か
し
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
其
れ
は
我
岡
の
超
過

所
得
税
の
先
例
も
あ
る
か
ら
恕
す
べ
し
と
し
て
、
経
済
上
に
は
、
第
一
に
は
、
営
事
者
の
経
済
活
動
上
の
努
力
を

鈍
ら
せ
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。
其
は
左
し
て
甚
し
く
も
あ
る
ま
い
が
、
第
二
に
、
元
来
、
法
人
の
利
盆
宰
な
る

も
の
は
事
業
に
よ
り
て
一
様
で
な
く
、
危
険
率
の
大
な
事
業
は
、
確
買
な
る
事
業
よ
り
も
多
少
高
き
利
盆
率
を
営

然
に
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
此
累
準
法
に
て
は
之
を
考
慮
に
入
れ
十
し
て
、
各
種
事
業
を
一
様
に
見
て
差

等
づ
け
る
と
い
ふ
不
都
合
が
め
る
。
此
鈷
は
比
方
法
に
と
り
で
は
最
急
慮
を
突
い
た
難
酷
で
あ
る
。

法
人
所
得
目
黒
進
諜
枕

第
三
十
六
巻

凶
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第
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法
人
所
得
の
累
進
課
税

ろ
世
曾
政
策
上
の
理
由
|
|
法
人
が
砦
利
市
場
に
活
動
す
る
左
き
に
、
彼
と
同
種
の
管
利
法
人
相
互
の
問
、

夏

μ
法
人
と
個
人
k
の
聞
に
於
て
、
資
本
の
一
層
大
に
、
替
利
力
の
一
層
大
い
法
人
は
、
盆
々
弱
小
な
る
法
人
、

第
三
十
六
巻

四
五
四

第

f虎

佃
人
を
陣
一
倒
し
て
、
其
威
勢
の
及
ぶ
所
は
殆
ん
ど
弱
小
者
の
存
立
を
も
危
う
か
ら
し
め
る
に
至
る
。
我
闘
の
商
工

界
の
到
る
慮
に
其
例
を
示
す
こ
と
は
六
っ
か
し

t
な
い
。
此
は
一
祉
曾
政
策
上
に
は
放
任
し
て
は
な
ら
な
い
。
此
大

国

勢
を
緩
和
す
る
の
手
段
と
し
て
も
法
人
に
は
累
進
課
税
を
行
ふ
が
良
い
。
在
来
の
や
う
に
法
人
に
封
し
て
均
等
な

る
比
例
課
税
診
し
て
居
て
は
、
強
者
優
勝
の
勢
は
盆
々
増
長
し
、
弱
者
は
盆
々
窮
迫
す
る
。
之
が
抑
止
の
手
段
と

，.、

[
山
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Z剖
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M
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川
L
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唱
の
を
ポ
ー
を

γ

活
性
2
1

る
の
で
め
る
。
前
に
い
ふ
た
比
例
課
税
の
理
由
の
中
に
も
、
世
曾
政
策
上
の
理
由
が
め
っ
て
、
之
と
抵
鯛
す
る
こ

と
に
な
る
け
れ
E
も
、
何
れ
か
と
い
へ
ば
、
前
の
場
合
に
於
け
る
貧
な
る
個
人
(
大
曾
祉
の
一
株
を
有
つ
も
の
L

知
幸
)
の

遁
重
負
携
と
い
ふ
方
は
倫
ほ
恕
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
此
に
い
ふ
大
舎
一
祉
の
暴
威
か
ら
来
る
弊
害
の
方
が
一
唐

之
を
重
大
観
し
て
、
弊
害
緩
和
の
清
め
を
計
ら
な
く
て
は
な
A
ぬ
も
の
と
す
る
。

似
財
政
牧
入
上
の
理
由
|
|
軍
に
、
比
例
率
を
累
蓮
華
・
の
中
間
率
と
し
て
、
此
二
の
も
の
を
比
較
す
れ
ば
、

比
例
牢
の
方
が
累
準
峯
の
と
き
よ
り
も
一
屠
多
牧
目
的
に
合
す
る
事
は
、
前
に
も
い
ふ
通
ち
だ
が
、
今
、
我
圃
の

場
合
を
取
り
て
帯
牧
の
必
要
に
迫
ま
ら
れ
た
と
し
て
、
法
人
普
通
所
得
の
比
例
税
率
を
、
単
純
に
培
卒
す
る
と
す

れ
ば
、
大
舎
祉
は
之
に
堪
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
小
曾
祉
に
て
は
困
難
な
る
も
の
が
め
ら
う
。
業
虞
で
此
小
曾
枇

の
事
を
考
ふ
る
と
最
早
此
上
の
靖
宰
も
出
来
ぬ
こ
L
」
に
な
る
。
然
る
に
、
今
税
率
を
累
進
に
改
め
、
そ
し
て
小
所

Lotz， a. a. O. S. 506. 34) 



得
舎
一
祉
に
て
は
、
従
来
の
比
例
税
率
程
度
の
色
の
(
百
分
五
)
を
維
持
し
、
所
得
の
大
と
な
る
に
随
ひ
て
税
率
を
加
へ

る
こ
と
と
し
て
‘
最
高
、
例
之
、
百
分
二
十
位
に
す
る
な
ら
ば
、
小
舎
枇
に
て
は
負
携
を
加
ふ
る
こ
と
な
く
し

て
、
負
曜
に
堪
へ
、
大
曾
枇
は
負
携
を
加
へ
ら
れ
で
も
格
別
堪
へ
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
ほ
ど
の
事
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
累
進
の
採
用
に
よ
り
て
よ
〈
増
牧
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

に
課
税
技
術
上
の
理
由
|
|
一
見
す
る
と
き
は
比
例
乙
そ
は
課
税
技
術
上
簡
撃
に
し
て
便
利
の
や
う

rが、

累
進
と
し
て
も
、
比
例
に
比
し
て
多
少
面
倒
に
は
相
違
な
い
に
γ

し
で
も
、
其
賓
行
不
可
能
と
い
ふ
ほ

E
で
は
な

〈
、
打
勝
つ
べ
か
ら
.F
る
困
難
に
出
曾
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。

ほ
法
人
の
性
質
上
の
理
由

り
法
人
が
濁
立
人
格
者
た
る
以
上
は
自
然
人
に
準
じ
て
課
税
す
べ
き
こ
と
|
|
法
人
に
は
多
少
自
然
人
と

異
る
黙
が
あ
り
・
自
ら
消
費
せ
?
と
い
ふ
の
特
異
勤
を
有
つ
に
は
相
違
な
く
、
随
っ
て
何
程
か
特
別
の
考
慮
を
す

る
こ
と
は
宜
し
い
け
れ
ど
も
、
業
が
荷
〈
も
自
然
人
と
封
等
な
る
人
格
者
と
し
て
認
め
ら
る
る
以
上
、
自
然
人
に

行
は
る
る
課
税
方
法
を
ば
出
来
る

f
け
は
之
に
も
及
ぼ
し
て
、
根
本
的
に
異
っ
た
方
法
を
此
に
用
ゐ
ぬ
が
良
い
。

若
も
個
人
に
は
累
進
課
税
含
行
ひ
、
法
人
に
は
之
を
行
は
十
、
車
純
な
る
比
例
を
行
ふ
と
す
れ
ば
、
犬
舎
祉
は
同

等
同
格
の
競
争
個
人
よ
り
も
却
っ
て
一
層
軽
き
負
携
を
魚
す
と
い
ふ
特
典
に
奥
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
小
舎

祉
に
至
り
で
は
間
々
過
重
な
負
携
を
も
負
ふ
や
う
に
な
る
。
其
は
宜
し
く
な
い
。
舎
祉
に
て
色
、
業
が
個
人
で
あ

っ
た
な
ら
ば
謀
せ
ら
る
べ
か
り
し
度
合
の
租
粧
を
課
し
て
、
合
祉
な
る
が
矯
め
の
故
に
過
重
又
は
過
軽
の
負
携
を

法
人
所
得
白
黒
遁
謀
説

第
三
十
六
巻

四
五
五

第

現皮



法
人
所
得
白
黒
進
課
税

第
三
十
六
拳

四
五
六

第

披

E且

せ
ぬ
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

幻
法
人
格
其
れ
自
腫
が
法
の
力
に
よ
る
一
の
特
典
だ
か
ら
、
か
し
ろ
個
人
よ
り
も
一
層
之
を
重
課
す
る
と

も
軽
課
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
1

1
法
人
と
い
ふ
も
の
の
存
在
白
樺
が
法
の
特
別
な
る
恩
典
だ
か
ら
し
て
、
此

に
費
し
て
園
家
は
特
別
に
重
き
負
携
を
課
し
て
も
宜
し
い
位
で
あ
る
の
に
、
却
っ
て
租
税
の
上
に
で
一
層
寛
大
の

蕗
置
伝
し
で
は
失
営
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
o

蕗
が
若
し
、
法
人
に
比
例
葱
を
課
す
る
と
き
に
は
、
小
曾
祉
は
兎

に
角
と
し
、
大
曾
祉
に
去
り
て
は
、
慨
に
其
自
身
、
法
制
上
の
特
典
ぞ
受
け
て
居
る
其
上
に
も
、
課
税
上
に
、
個

-
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な
る
。
之
を
考
慮
す
る
と
き
に
も
、
法
人
に
は
比
例
よ
ち
は
む
し
ろ
黒
遣
を
還
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

町
多
少
考
慮
す
べ
き
貼

l
l以
上
に
い
ふ
や
う
に
、
法
人
所
得
に
累
進
課
税
す
べ
き
相
営
の
理
由
は
備
は
る
け

れ
ど
も
、
而
も
之
に
つ
き
で
は
多
少
考
慮
す
べ
き
何
も
の
か
が
あ
っ
て
、
相
営
に
用
心
探
く
之
を
採
用
し
、
且
つ

累
進
税
率
の
程
度
に
も
相
嘗
の
手
加
械
が
必
要
と
い
ふ
こ
と
に
.
な
あ
。
左
の
如
し
。

け
能
力
に
臆
じ
て
公
平
課
税
す
る
上
に
て
、

1
消
費
の
見
地
よ
り
し
て
の
能
カ
上
の
根
擦
を
快
く
こ
左
|
|
前
に
も
い
ふ
や
う
に
、
怯
人
は
替
利
を
漏

せ
ど
も
、
自
ら
消
費
を
潟
さ
子
、
随
っ
て
替
利
カ
の
貼
か
ら
し
て
の
累
進
根
醸
は
あ
る
が
、
消
費
の
見
地
か
ら
し

て
の
累
準
根
擦
を
棋
〈
の
で
あ
り
、
業
れ

rげ
に
て
は
蔑
分
、
自
然
人
の
に
比
し
て
は
累
誰
の
度
合
を
設
か
に
し

た
が
良
い
ゃ
う
で
あ
る
。



別
法
人
所
得
の
大
小
と
枇
員
所
得
の
大
小
と
並
行
せ
r
d

る
こ
と
|
|
此
も
前
に
い
ふ
た
通
り
で
あ
っ
て
、

法
人
所
得
が
結
局
、
世
員
所
得
に
蹄
着
す
る
貼
か
ら
見
て
、
大
所
得
を
翠
げ
に
舎
祉
の
所
得
が
必
十
し
も
大
所
持

者
に
蹄
せ
守
し
て
小
所
持
者
に
蹄
す
る
こ
と
が
あ
り
、
小
所
待
合
掌
げ
に
舎
世
の
所
得
が
必
中
し
も
小
所
得
者
に

蹄
せ
子
し
て
大
所
得
者
に
蹄
す
る
こ
と
が
あ
る
酷
か
ら
い
ふ
と
、
舎
一
枇
所
得
の
大
小
に
於
け
る
累
進
課
税
が
多

少
、
鹿
能
公
平
に
合
せ
ぬ
慌
が
あ
る
。
だ
か
ら
此
粘
か
ら
見
て
も
法
人
所
得
に
劃
す
る
累
進
の
度
合
は
個
人
の
場

合
よ
り
は
、

、、ノろ
枇
曾
政
策
及
廊
崎
ι

政
策
上
ー
ー
ー
一
帆
脅
政
策
上
に
ほ
法
人
所
得
照
準
課
税
に
劃
す
る
肯
定
苔
定
雨
論
操
が
封

立
す
る
が
、
業
の
賛
成
論
の
方
が
有
力
だ
と
い
ふ
こ
と
は
前
に
い
ふ
通
り
と
し
て
‘
経
掛
政
策
上
に
は
、
む
し
ろ

多
少
威
か
に
し
た
が
良
い
。

否
定
論
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
業
上
、
前
の
枇
曾
政
策
上
の
肯
定
論
と
を
劃
立
し
て
、
其
何
れ
に
重

き
を
置
く
か
は
、
其
時
に
於
け
る
国
家
的
重
要
が
何
れ
に
あ
る
か
に
よ
り
て
定
め
ら
れ
る
。
た
だ
今
日
は
む
し
ろ

枇
曾
政
策
に
重
き
を
置
く
と
し
て
、
き
て
併
し
前
は
、
業
か
ら
出
殻
し
た
思
議
率
も
、
之
を
あ
ま

b
じ
高
〈
す
お

と
、
経
済
上
の
後
遺

-e大
に
妨
戸
、
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
其
も
考
慮
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
之
が
累
進
を

あ
ま
り
に
最
し
く
せ
や
、
通
嘗
の
度
に
止
め
る
と
い
ふ
こ
と
炉
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

は
課
税
技
術
上
ー
ー
に
は
、
法
人
所
得
の
大
小
に
よ
り
累
進
課
税
す
る
左
し
て
、
其
所
特
の
範
囲
を
定
め
る

の
に
は
も
之
を
配
賞
さ
る
る
所
の
利
盆
の
み
と
す
る
と
、
利
盆
中
、
蓄
積
部
を
多
〈
し
で
配
営
を
少
〈
す
る
や
う

な
蓮
股
を
刺
戟
す
る
心
配
が
め
る
。
ピ
か
ら
し
て
之
が
凡
べ
て
の
刺
盆
都
を
掴
h
u
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
孟
な

法
人
所
得
白
黒
蓬
課
税

第
三
鍛

一
五

第
三
十
六
容

四
五
七

Moll， a. a. 0目 S.530 
~oll， a. a. O. S. 529. I"otz， '.a. O. S. :I:H・

Terholle， a. a. O. S: 304 

35) 
36) 
37) 



法
人
所
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の
累
進
課
税

第
三
十
六
巻

四
五
八

第

務

ー
ムノ、

L 、
o 

第
二
段

浪
人
累
遁
聾
韓
の
方
漣

法
人
所
得
に
も
或
度
ま
で
累
進
課
税
を
潟
す
べ
き
こ
と
は
上
に
い
ふ
却
し
と
し
て
、
き
て
次
に
其
の
方
法
を
如

何
に
す
る
か
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
つ
い
て
は
我
闘
に
も
外
闘
に
も
若
干
の
先
例
も
あ
る
か
ら
、
之
等

を
盛
昭
一
し
且
つ
理
論
上
、
考
へ
得
ら
る
る
色
の
を
色
集
め
て
、
網
羅
分
類
じ
て
列
記
す
る
と
失
の
加
く
で
あ
る
0

4

一
批
践
に
耽
誌
で
持
母
〈
λ
町
健
所
得
仁
川
c
賠
瀧
課
税
す
る
C
L
f園
、
即
ら
時
人
所
得
課
枇
か
ら
い
ヘ
ば
礼
引
く
問
械
の

rz
‘、

方
法
が
英
一
で
あ
る
。
尤
も
此
は
法
人
所
得
課
税
と
し
て
見
る
よ
り
は
、
か
し
ろ
個
人
に
於
け
る
人
的
綜
今
課
税

の
一
部
と
し
て
見
る
べ
き
色
の
で
あ
り
、

き
う
な
れ
ば
、
此
薩
に
於
け
る
営
面
の
問
題
か
ら
し
て
は
、
問
題
外
に

属
す
る
こ
と
に
な
る
。
が
此
に
は
之
を
も
序
で
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
ぞ
し
て
此
に
も
夏
に
こ
の
方
誌
が
考
へ

ら
れ
る
。

、‘，
J件

其
の
個
人
が
法
人
か
ら
受
〈
る
全
部
の
配
営
所
得
を
、
其
他
の
個
人
所
得
と
一
緒
に
し
て
綜
合
課
税
す
る
も

の
|
|
此
は
既
に
英
、
米
、
悌
、
伊
、
壊
な
ど
に
於
げ
る
綜
合
所
得
又
は
追
加
所
得
税
に
行
仰
れ

Z
o

件
其
の
受
〈
る
配
営
所
得
中
一
定
部
を
控
除
し
た
も
の
を
、
他
の
個
人
所
得
と
一
緒
に
し
て
綜
合
課
税
す
る
も

の
|
|
此
が
我
岡
の
に
て
四
割
控
除
に
て
行
は
る
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
濁
逸
に
で
も
、
個
人
の
所
得
税

に
て
は
‘
納
税
義
務
者
の
全
き
所
得
が
二
高
?

Y
グ
以
下
た
る
無
制
限
納
税
義
務
め
る
者
の
所
得
の
中
に
、
無
制

38) Coles. 1. c. p. 64・ Klein.1. c. p. 234・260.Lt:md:.e， a. a. O. S. 114. Marco， 
a. a目 O.S. 230. Neidl， a. a. O. S. 29・



限
に
法
人
税
の
義
務
め
る
有
限
責
任
曾
枇
よ
り
の
配
嘗
め
る
・
と
き
は
、
其
所
得
税
を
、
此
の
配
営
利
盆
の
百
分
十
、

併
し
精
々
五
千

Z'ク
の
百
分
十
ピ
け
滅
十
る
こ
と
に
な
つ
が
居
る
。

己
法
人
所
得
其
も
の
に
於
け
る
累
進
課
税
|
止
に
も
我
邦
の
第
三
種
所
得
遁
脆
の
目
的
の
矯
め
の
同
族
曾
枇
に

劃
す
る
累
進
課
税
の
や
う
な
特
殊
の
も
の
る
あ
る
が
、
此
を
暫
ら
く
別
と
し
、
其
他
に
て
は

け
い
普
通
累
進
.
卸
ち
法
人
所
得
金
額
一
の
大
小
に
よ
る
累
進

い
凡
べ
て
の
法
人
審
利
)
に
費
し
て
、
其
所
得
の
大
小
に
膳
じ
て
一
定
の
累
準
を
課
す
る
こ
と
を
得
る
。
ー

!
程
は
上
来
の
趣
旨
に
よ
り
て
之
を
行
ひ
た
い
と
胤
ふ
。

げ
円
凡
べ
て
の
法
人
に
基
本
的
な
る
比
例
税
を
課
し
、
別
に
其
に
附
け
加
へ
て
回
帰
進
課
税
伝
潟
す
こ
と
が
出
来

る
。
そ
し
て
地
に
も
色
々
あ
り
て
、

パ
い
比
鞭
的
有
利
な
法
人
に
此
の
如
き
累
準
的
な
る
迫
加
耽
を
潟
す
も
の

1
ー
が
あ
る
。
其
に
ち
こ
の
方
法

が
存
し
得
る
。ん

い
一
定
の
大
金
額
〈
例
之
百
蔦
固
〉
以
上
の
大
所
得
を
有
っ
た
法
人
へ
の
、
其
所
得
の
大
小
に
よ
る
超
過
所

得
の
追
加
累
準
課
税
、

作
一
定
の
大
利
益
率
(
例
之
、
七
分
)
以
上
の
利
盆
率
を
一
不
す
法
人
へ
の
、
其
超
過
利
盆
部
に
謝
し
て
、
其

所
得
の
大
小
に
よ
る
追
加
累
準
課
税
、

げ
い
比
較
的
不
利
な
る
法
人
へ
の
累
退
的
軽
減
を
行
ふ
も
の
|
|
此
は
買
に
、
濁
、
填
、
偽
に
て
、
基
本
的

法
人
所
得
の
一
累
進
課
税

第
三
十
六
容

第

競

七

四
五
九
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法
人
所
得
の
累
進
課
税

第
三
十
六
巻

第
三
政

四
大

O

A 

な
比
例
課
税
に
追
加
し
て
行
は
れ
で
居
る
も
の
で
あ
っ
て
、
韮
に
、
法
人
所
得
累
進
課
税
の
萌
芽
が
あ
る
の
で
あ

る
。
印
志
、
濁
逸
に
て
は
法
人
税
の
基
準
比
例
宰
は
百
分
二
十
だ
が
、
本
底
が
内
地
に
あ
ち
て
、
業
資
本
金
額
、

掛
込
金
額
又
は
賢
産
額
が
玉
高
T

Y
ク
を
超
へ
ぎ
る
有
限
責
任
曾
枇
等
に
、
業
所
得
の
大
小
に
鹿
じ
て
黒
準
課
税

を
錯
し
、
其
最
高
率
は
百
分
三
十
に
蓮
す
る
け
れ
ど
も
、
金
き
所
得
の
百
分
二
十
に
建
せ
.
ざ
る
度
に
止
め
る
の
で

あ
り
、
す
べ
て
基
準
比
例
枕
以
下
の
志
の
下
あ
る
ι

壊
に
て
は
法
人
税
の
一
般
率
は
百
分
二
十
五
だ
が
、
特
に
貯

菩
金
庫
に
て
は
、

一
高
乃
歪
三
十
両
志
の
純
益
に
て
は
百
分
十
七

一
高
士
山
以
下
の
純
盆
の
も
の
で
は
、
百
八
伊
十
、

年
、
一
一
一
高
士
山
目
上
山
純
掛
川
町
し
も
の
い
て
は
、
寸
日
分
二
十
五
会
融
寸

au
庫
諜
組
合
及
蛇
築
制
令
じ
で
も
、
千
五
十
闘

志
以
下
の
は
無
税
、
千
五
百
l
J
l
三
千
志
の
純
盆
に
百
分
八
、
三
千
1
1
1
四
千
五
百
志
の
純
盆
に
百
分
十
、
四
千

五
百
志
以
上
の
も
の
に
百
分
十
二
を
謀
れ
。
仰
の
砦
業
所
得
税
(
法
人
に
も
課
せ
ら
る
る
の
基
準
比
例
率
は
百
分
十
五

だ
が
、
此
は
五
高
フ
フ
ン
以
上
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
、
票
以
下
の
に
は
宰
を
遁
減
し
て
、
最
低
は
八
百
フ
ラ
ン
以

下
の
も
の
へ
の
百
八
竺
了
入
一
・
と
な
っ
て
居
る
。

B
特
殊
累
進

吋
利
益
率
の
大
小
に
膳
や
る
累
準

日
翠
純
に
法
人
の
利
益
率
の
大
小
に
鷹
じ
た
る
累
準
課
税
を
錯
す
こ
と
も
出
来
る
。
実
例
は
古
き
一
九
一

一
年
の
デ
ィ
ス
ヨ
ン
ジ
ン
州
の
法
人
所
得
税
で
あ
っ
て
、
百
分
一
及
以
下
の
利
益
率
の
も
の
に
二
分
一
バ

1
セ

γ

ト
か
ら
初
ま
り
、
百
分
十
一
以
上
の
も
の
へ
の
六
バ

1
セ
シ
ト
の
税
で
あ
つ
わ
。
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れ
つ
一
定
度
街
之
一
号
以
上
の
利
盆
宰
を
示
す
法
人
へ
の
、
追
加
的
な
る
刺
益
率
に
臆
じ
七
累
進
課
税
を
錯

す
こ
と
を
得
る
。
そ
し
て
勿
論
、
別
に
基
本
税
と
し
て
刺
盆
峯
の
大
小
に
拘
ら
ぎ
る
比
例
税
か
累
進
税
(
所
得
額
大

小
に
よ
る
)
か
が
課
せ
ら
れ
る
。
此
は
我
園
の
法
人
の
超
過
所
得
粧
が
其
れ
で
、

一
割
以
上
の
利
益
率
を
有
つ
も
の

へ
の
追
加
的
な
る
累
進
課
税
で
あ
る
。
此
例
は
テ
エ
ヴ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
に
色
あ
っ
て
、
此
に
て
は
特
別
管
利
税
の

基
準
税
は
純
盆
の
入
dm
で
(
産
業
組
合
に
は
聴
き
、
株
式
含
枇
等
は
八
Mm
の
本
柱
の
外
に
、
利
盆
李
に
よ
る
追
加
耽
ぞ

課
す
。
郎
ち
六
|
入
%
'
の
利
盆
の
と
き
に
て
二
%
の
迫
加
税
、
八
ー
一
C
%
の
利
盆
の
と
き
に
は
三
%
の
追
加
税

-一l
l

二
制
帰

D
刊
鼠
D
l
L
事
に
山
崎
五

Mm
刀
直
切
除
、

四
%
割
上
の
じ
は
ム
ハ
叫
刊
の
追
加
枕
を
純
金
に
課
す
る
の
も
あ
る
。

以
V
餐
業
の
種
類
に
よ
る
差
等
課
税
1
1実
は
替
業
種
類
に
土
h
J
園
家
的
重
要
が
異
る
の
で
、
業
度
に
膳
じ
て

園
家
的
重
要
大
な
る
も
の
に
軽
宰
を
謀
し
、
又
は
業
他
の
恩
典
を
奥
ふ
る
の
で
あ
る
。
此
は
前
仁
奉
げ
た
填
の
制

一D
l
ご
z
m
D
附
儲
か
と
き
に
立
四
%
乃

4

直
加
究
町

度
に
一
一
部
行
は
れ
て
居
り
、
我
圃
の
所
得
税
に
於
げ
る
重
要
物
産
工
業
へ
白
一
定
年
聞
の
免
税
も
業
れ
で
あ
り
、

チ
エ
ッ
ヨ
ス
ロ
バ
キ
ア
固
に
も
類
似
の
こ
と
が
あ
札
。

結'

論'

以
上
要
之
、
法
人
所
得
に
て
は
個
人
所
得
と
は
異
り
、
比
例
課
税
を
錯
す
の
が
営
然
で
あ
っ
て
、
累
進
課
税
を

一
錯
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
は
、

一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
所
で
め
り
、
又
質
例
も
葉
通
り
に
な
っ
て
居
る
や
う

法
人
所
得
め
累
進
課
税

第
三
十
六
傘

四
ノ、

第

量定

九
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法
人
所
得
の
累
進
課
税

第
三
十
六
巻

四

第
三
務

O 

に
が
、
仔
細
に
吟
味
し
来
る
と
、
能
力
会
卒
上
、
世
曾
政
策
上
、
財
政
牧
入
上
、
之
に
累
進
を
課
税
す
べ
き
理
由

が
十
分
に
存
在
し
て
、
般
A
T
此
に
つ
き
若
手
の
疑
鈷
は
存
す
る
に
せ
よ
、
強
ゐ
て
此
に
拘
は
ら
t
d

る
べ
か
ら
ぎ
る

ほ
ど
の
強
き
も
の
で
は
な
く
、
進
ん
で
押
切
っ
て
も
累
進
に
改
め
て
可
な
り
と
す
る
。
其
は
課
税
技
術
上
に
も
、

大
し
て
六
っ
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
此
に
色
々
の
方
法
が
考
へ
ら
る
る
が
、
英
一
部
は
既
に
我
邦
に
も
又
外
国

に
-S
行
は
れ
つ
つ
あ
り
、
法
人
累
進
課
税
り
茄
芽
は
慨
に
現
買
に
色
生
成
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
之
を
助
長
し

τ、
固
有
な
る
累
進
課
税
の
採
用
に
ま
で
法
人
所
得
課
税
を
準
め
る
こ
と
は
敢
て
躍
躍
す
べ

F
で
は
な
い
と
思

q
b
r
:
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ρ
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